
 
 

 
 

 
労働安全衛生施行令及び労働安全衛生規則等が改正されました。 
ポイント①  墜落制止用器具はフルハーネス型を原則とすること。 
ポイント②  事業者は、高さ 2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難 

なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて

行う作業に労働者を就かせるときは、特別の教育を行うこと。 
 
 

 対  象   フルハーネス型を用いて行う作業に従事する人 
 

 内  容  
 

 

 

 

 

 料金体系  

修了証の有無 料金 料金例（消費税 10%含む） 
一人あたりの

費用 

中災防で作成 受講人数 × 参加費 

会員 30名の場合 

11,880 円/名×30名 

合計 356,400 円 

11,880円 

（交通費別途） 

御社で作成 
講師代 

テキスト代 

交通費 の合計 

会員 40名の場合 

講師代   275,000円 

テキスト代  39,600円 

交通費      実費 

合計 314,600 円 

7,865円 

（交通費別途） 

開催日程、開催方法等についてはご相談ください。 

※会員とは中央労働災害防止協会賛助会員事業場のことです。 

詳細につきましては、ホームページ又は下記までお問合せ下さい。 

 

中央労働災害防止協会 中国四国安全衛生サービスセンター 
〒733-0003 広島市西区三篠町 3-25-30 

TEL 082-238-4707   FAX 082-238-4716 
ホームページ  https://www.jisha.or.jp/chushikoku/index.html 
メールアドレス chushiko@jisha.or.jp 

１．作業に関する知識（１時間） 

２．墜落制止用器具に関する知識（２時間） 

３．労働災害の防止に関する知識（１時間） 

４．関係法令（０．５時間） 

５．墜落制止用器具の使用方法等（１．５時間） 

平成 31年 2 月 1日義務化 



（消費税10％込）

１　修了証付き特別教育（全科目6時間分実施）

中災防主催で、指定する会場において当センター公募型と同様の教育を実施します。

料金の考え方　・・・　　「1名単価　×　参加人数」となります。

（料金例）

受講者数 単価 合計 一人単価

会員 11,880 237,600 11,880

一般 13,200 264,000 13,200

会員 11,880 356,400

一般 13,200 396,000

会員 11,880 475,200

一般 13,200 528,000

※中災防名で修了証を発行します。

※事業場を会場として実施する場合は原則20人以上となります。問い合わせ先までご相談ください。

※交通費別途。前泊が必要な場合は別途宿泊費が必要となります。

※テキスト代、消費税10％を含んでいます。

２　修了証なし特別教育（全科目6時間分実施）

貴事業場主催で、中災防より講師がお伺いし教育を実施します。

料金の考え方　・・・　　「参加者数に応じた講師人数の派遣代　＋　テキスト代　＋　交通費」となります。

（料金例）

単価 講師人数 単価 講師人数 単価 冊数

会員 137,500 1人 88,000 1人 990 30人 255,200 8,507

一般 170,500 1人 121,000 1人 990 30人 321,200 10,707

会員 137,500 2人 88,000 人 990 40人 314,600 7,865

一般 170,500 2人 121,000 人 990 40人 380,600 9,515

会員 137,500 2人 88,000 1人 990 60人 422,400 7,040

一般 170,500 2人 121,000 1人 990 60人 521,400 8,690

※事業場等に講師を派遣して実施します。

※概ね20人で講師1人としています。30人までの場合、実技の実施方法等により2人体制となる場合があります。

※中災防名の修了証の発行はありません。各事業場で発行・記録をお願いします。

※事前に、資料の原紙を送付いたしますので、人数分の印刷をお願いします。

※別途、交通費等が必要となります。

※消費税10％を含んでいます。

フルハーネス特別教育料金（出張形式）

公募型

20人
会員

一般

30人

40人

合計
（a+b+c）

一人単価

派遣型

30人

40人

60人

受講者数
1日（a） 半日（b） テキスト（c）
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